


 

県民の皆様へ 

 

我が国では、総人口や現役世代人口が減少に転じる中、高

齢者数は今後も増加し、高齢化はますます進展していきます。

本県においても、「団塊の世代」がすべて後期高齢者となる

令和７（2025）年には、およそ３人に１人が高齢者になると

見込まれています。   
さらに、その先を展望すると、いわゆる「団塊ジュニア世

代」が 65 歳以上となる令和 22（2040）年頃には、高齢者人

口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い85歳以上人

口が急速に増加することが予想されます。 

高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯の増加、認知

症の人の増加も見込まれており、介護や生活支援に関する需

要がさらに増加・多様化することが想定される一方で、働き手である現役世代の減少が顕著となり、地

域の高齢者を支える人材の確保が喫緊の課題であります。 

こうした中、高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援等の制度、分野の枠や、「支える側」、

「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや

役割を持ち、助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向けて、高齢者の地域での

生活を支える「地域包括ケアシステム」は、その中核的な基盤となるものであります。 

これらを踏まえ、県におきましては、令和７（2025）年を当面の目標としつつ、令和22（2040）年も

見据え、地域包括ケアシステムの更なる推進を目指し、令和３（2021）年度からの３年間における県や

市町が目指すべき高齢者支援施策の方向性を示すため、このたび「栃木県高齢者支援計画『はつらつプ

ラン21（八期計画）』」を策定いたしました。 

本計画では、「とちぎで暮らし、長生きしてよかった」と思える社会の実現を基本目標に掲げ、「介

護予防・日常生活支援の推進」や「在宅医療・介護連携の推進」、「認知症施策の推進」、「介護人材

の育成・確保」などの七つの柱を軸に、各施策を総合的・体系的に展開していくこととしております。 

世代を超えて地域住民が共に支え合い、明るく活力ある地域づくりを推進するため、高齢者の方々は

もとより、地域の皆様に主役となっていただき、ＮＰＯやボランティア、関係事業者及び団体、市町等

と協働して各種施策に積極的に取り組んで参りたいと考えておりますので、引き続き、皆様の御理解・

御協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 

  令和３（2021）年３月   

              栃木県知事 福田富一
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